
【
問
い
合
わ
せ
】

内
子
町
教
育
委
員
会（
内
子
分
庁

舎
内
）学
校
教
育
課  

学
校
教
育
係

☎
０
８
９
３
（
４
４
）
２
１
２
４

幼
稚
園

【
問
い
合
わ
せ
】　

保
健
福
祉
課　

児
童
福
祉
係

☎
０
８
９
３
（
４
４
）６
１
５
４

保
育
園

【
問
い
合
わ
せ
】　

保
健
福
祉
課　

児
童
福
祉
係

☎
０
８
９
３
（
４
４
）６
１
５
４

保
育
園

園
児
募
集
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※
用
紙
は
各
受
付
場
所
に
あ
り
ま
す
。

※
⑵
の
内
容
を
証
す
る
添
付
書
類
や

　

住
民
税
課
税（
非
課
税
）証
明
書
な

　

ど
が
必
要
な
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
石
畳
へ
き
地
保
育
園
は
⑴
の
み
。

●
入
園
の
資
格　

就
労
・
求
職
や
出

　

産
、
病
気
な
ど
の
事
情
で
保
護
者

　

が
保
育
で
き
な
い
場
合

●
そ
の
他　

民
営
の
保
育
園
も
、
入

　

園
の
手
続
き
、
保
育
料
の
決
定
・

　

徴
収
は
内
子
町
が
行
い
ま
す
。

●
募
集
保
育
園
／
定
員
／
開
園
時
間

▽
内
子
保
育
園
／
80
人
／

　

午
前
７
時
～
午
後
７
時

▽
五
城
保
育
園
／
60
人
／

　

午
前
７
時
30
分
～
午
後
６
時
30
分

▽
大
瀬
保
育
園
／
45
人
／

　

午
前
７
時
30
分
～
午
後
６
時
30
分

▽
こ
ば
と
保
育
園
／
70
人
／

　

午
前
７
時
30
分
～
午
後
６
時
30
分

▽
く
る
み
保
育
園
／
80
人
／

　

午
前
７
時
～
午
後
６
時

▽
石
畳
へ
き
地
保
育
園
／
30
人
／

　

午
前
８
時
～
午
後
４
時

※
石
畳
へ
き
地
保
育
園
は
、
保
護
者

　

が
地
区
内
に
居
住
し
て
い
る
場
合

　

の
み
入
園
可

●
申
込
期
限　

12
月
28
日（
水
）

●
受
付
場
所　

保
健
福
祉
課
、
内
子

　

総
合
窓
口
セ
ン
タ
ー
（
内
子
分
庁

　

内
）、
小
田
支
所
、
各
保
育
園

●
提
出
書
類

⑴
入
園
申
込
書
・
支
給
認
定
申
請
書

⑵
就
労
証
明
書（
ま
た
は
就
労
状
況

　

確
認
書
、
申
立
書
の
い
ず
れ
か
）

※
⑴
は
児
童
１
人
に
つ
き
１
枚
。

授
業
料
（
月
額
）

①
生
活
保
護
法
に
よ
る
被
保
護
世
帯

　

０
円

②
町
民
税
取
得
割
額
が
０
円
の
世
帯

　

３
０
０
０
円

①
②
以
外
の
世
帯　

５
０
０
０
円

※
こ
の
他
に
給
食
費
、
教
材
費
、
Ｐ

　

Ｔ
Ａ
会
費
な
ど
が
必
要
で
す
。

●
申
込
方
法　

入
園
を
希
望
す
る
幼

　

稚
園
に「
入
園
願
」と「
支
給
認
定

　

申
請
書
」を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
各
用
紙
は
各
幼
稚
園
・
内
子
町
教

　

育
委
員
会
に
あ
り
ま
す
。

●
申
込
期
限　

12
月
22
日（
木
）

●
募
集
幼
稚
園
と
対
象
区
域

●
対
象
児
童　

平
成
23
年
４
月
２
日

　

～
26
年
４
月
１
日
生
ま
れ
の
子

園
名

対
象
区
域

内
子
幼
稚
園

☎
０
８
９
３

　（
44
）２
４
０
０

内
子
地
区

五
十
崎
地
区

立
川
幼
稚
園

☎
０
８
９
３

　（
45
）０
１
３
４

五
十
崎
幼
稚
園

☎
０
８
９
３

　（
44
）３
１
５
８

小
田
幼
稚
園

☎
０
８
９
２

　（
52
）３
４
１
９

小
田
地
区

　

29
年
度
の
保
育
園
・
幼
稚
園
の
入
園
児
を
次
の
と
お
り
募
集
し
ま
す
。

希
望
さ
れ
る
保
護
者
は
、
期
日
ま
で
に
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。
す
で
に

在
園
し
て
い
る
園
児
も
、
引
き
続
き
入
園
を
希
望
す
る
場
合
は
、
手
続
き

が
必
要
で
す
。

くるみ保育園の園児たち

【
問
い
合
わ
せ
】

内
子
町
教
育
委
員
会（
内
子
分
庁

舎
内
）学
校
教
育
課  

学
校
教
育
係

☎
０
８
９
３
（
４
４
）
２
１
２
４

幼
稚
園

29
年
度
　
保
育
園
•
幼
稚
園

\待ってるよー /
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●
申
込
方
法　

電
話
で
お
申
し
込
み

　

く
だ
さ
い
。

●
申
込
期
限　

12
月
12
日（
月
）

●
主
催
　
内
子
町
、
内
子
町
森
林
組

　

合
、
愛
媛
た
い
き
農
業
協
同
組
合
、

　

え
ひ
め
中
央
農
業
協
同
組
合
、
内

　

子
町
商
工
会

【
申
込
・
問
い
合
わ
せ
】

総
務
課　

庶
務
係

☎
０
８
９
３
（
４
４
）６
１
５
０

　

新
年
の
訪
れ
を
と
も
に
祝
う
年
賀

交
歓
会
を
開
き
ま
す
。内
子
町
内
に
住

む
人
は
ど
な
た
で
も
参
加
で
き
ま
す
。

●
日
時　

29
年
１
月
４
日（
水
）

　
　
　
　

午
前
11
時
～

●
場
所　

内
子
町
共
生
館
ホ
ー
ル

※
新
酒
が
出
さ
れ
ま
す
の
で
、
車
で

　

の
来
場
は
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
。

●
会
費　

１
０
０
０
円

※
当
日
、
受
付
で
集
め
ま
す
。

◦
塩
化
ビ
ニ
ー
ル

◦
ポ
リ
エ
チ
レ
ン
フ
ィ
ル
ム

◦
そ
の
他

●
注
意
事
項

▽
規
定
の
用
紙
に
運
搬
す
る
廃
棄
物

　

の
種
類
と
量
、
運
搬
者
の
住
所
・

　

氏
名
な
ど
を
記
載
し
た
書
類
を
携

　

帯
し
て
搬
出
し
て
く
だ
さ
い
。

▽
運
搬
す
る
車
両
に「
廃
棄
物
収
集

　

車
」と
表
示
し
て
く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
】

産
業
振
興
課　

農
村
支
援
セ
ン
タ
ー

（
内
子
分
庁
内
）

☎
０
８
９
３
（
４
４
）
２
１
９
９

　

農
家
で
不
用
に
な
っ
た
マ
ル
チ
や

ビ
ニ
ー
ル
シ
ー
ト
な
ど
の
農
業
用
廃

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
を
回
収
し
ま
す
。
搬

出
物
は
リ
サ
イ
ク
ル
し
ま
す
の
で
、

こ
の
機
会
を
利
用
し
て
適
正
な
処
分

に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

●
回
収
日
時　

12
月
13
日（
火
）

　

午
前
８
時
30
分
～
11
時
30
分

●
回
収
場
所　

愛
媛
た
い
き
農
協 

　

五
十
崎
支
所
駐
車
場

●
搬
出
方
法

　

１
し
め
当
た
り
10
～
15
㌔
程
度
と

　

し
、
次
の
種
類
別
に
分
別
し
て
く

　

だ
さ
い
。

内
子
・
五
十
崎
地
区
の
農
家
の
皆
さ
ん
へ

農
業
用
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
を
回
収
し
ま
す

29
年
の
年
賀
交
歓
会
を
開
き
ま
す

新
し
い
年
明
け
を
み
ん
な
で
祝
い
ま
せ
ん
か

　ドメスティック・バイオレンス（以下、ＤＶ）
は配偶者や恋人など、親密な関係にある相手か
ら振るわれる暴力のことです。身体的暴力だけ
でなく、精神的・性的・経済的暴力も含みます。
常に暴力行為があるわけでなく、優しくなる時
期があることが特徴です。ＤＶは女性の約30㌫
が経験しています。
《深刻な影響を与えるＤＶ》
　ＤＶは身体面だけでなく、ＰＴＳＤ（心的外
傷後ストレス障がい）やうつ病など精神面にも
影響を及ぼすことがあります。またＤＶを目の
当たりにした子どもは、攻撃的になったり引き
こもりになったりするなど、行動面や人間関係
に大きな影響を与える場合があります。
《ＤＶのない社会の実現のために》
　ＤＶをなくすためにはパートナーとの良好な
関係を築くことが基本です。相手の気持ちを大

ＤＶのない社会をつくろう
人権コラム＊幸せへの道

切にして、互いに助け合うことを普段から心掛
けましょう。　
　平成13年にＤＶ防止法が施行されました。配
偶者から身体的暴力を受けている人を発見した
人は、ＤＶに関する相談窓口などに通報しなけ
ればなりません。発見した人は下記の連絡先に
通報してください。男女が対等な立場で、互い
に尊重し支え合って生きていける社会をつくっ
ていきましょう。
●ＤＶを発見したときの連絡先
愛媛県福祉総合支援センター
☎０８９（９２７）３４９０
愛媛県男女共同参画センター
☎０８９（９２６）１６４４
【問い合わせ】
自治・学習課　生涯学習係（内子分庁内）
☎０８９３（４４）２１１４
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◦
何
日
も
洗
濯
物
が
干
し
た
ま
ま
に

　

な
っ
て
い
る

◦
道
に
迷
っ
て
い
る
様
子
を
よ
く
見
か

　

け
る

◦
家
の
中
か
ら
高
齢
者
を
怒
鳴
る
声

　

が
聞
こ
え
る

※
高
齢
者
ご
本
人
や
そ
の
家
族
か
ら

　

の
相
談
も
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

　

気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

【
連
絡
先
・
問
い
合
わ
せ
】

保
健
福
祉
課　

地
域
包
括
支
援
セ
ン

タ
ー　

☎
０
８
９
３
（
４
４
）６
１
５
４

　

内
子
町
で
は
高
齢
者
が
住
み
慣
れ

た
地
域
で
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
よ
う

に
、
高
齢
者
の
見
守
り
活
動
を
行
っ

て
い
ま
す
。

　

皆
さ
ん
の
地
域
に
住
ん
で
い
る
高

齢
者
の
異
変
に
気
付
い
た
と
き
は
、

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
状
況
に
応
じ

て
、
安
否
確
認
や
高
齢
者
が
適
切
な

支
援
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
対
応
し

ま
す
。
地
域
全
体
で
高
齢
者
を
見
守

り
ま
し
ょ
う
。

《
こ
ん
な
異
変
に
気
付
い
た
ら
連
絡
を
》

◦
新
聞
や
郵
便
物
が
た
ま
っ
て
い
る

高
齢
者
の
異
変
に
気
付
い
た
ら

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
に
連
絡
し
て
く
だ
さ
い

「
都
市
計
画
区
域
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
変
更
案
」

縦
覧
の
お
知
ら
せ

●
縦
覧
場
所

　

建
設
デ
ザ
イ
ン
課
、
愛
媛
県
都
市

　

計
画
課（
県
庁
第
2
別
館
3
階
）

【
意
見
書
提
出
先
・
問
い
合
わ
せ
】

建
設
デ
ザ
イ
ン
課　

☎
０
８
９
３
（
４
４
）６
１
５
７

愛
媛
県
都
市
計
画
課　

☎
０
８
９
（
９
１
２
）
２
７
３
８

　

w
w

w
.pref.ehim

e.jp/h40800/

　
shinchaku/shinchakuh261127.   

　
htm

l

　

愛
媛
県
が
定
め
た「
内
子
都
市
計

画
区
域
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
」の
変
更

案
を
縦
覧
で
き
ま
す
。
変
更
案
に
意

見
の
あ
る
人
は
、
縦
覧
期
間
内
に
意

見
書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
変
更

案
は
愛
媛
県
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も

確
認
で
き
ま
す
。

●
縦
覧
期
間

　

12
月
６
日（
火
）～
12
月
20
日（
火
）  

　

８
時
30
分
～
17
時
15
分（
土
・
日

　

曜
日
・
祝
日
を
除
く
）    

（※注）「死亡届」「婚姻届」など戸籍の届け出は日直・宿直が受け付けます。
　　　（12月29日～１月３日は本庁のみ）

業務・施設／連絡先
12/26

（月）
27

（火）
28

（水）
29

（木）
30

（金）
31

（土）
１ / １

（日）
２

（月）
３

（火）
４

（水）
５

（木）
６

（金）

届け出などの受付業務（※注）
○住民課　☎０８９３（４４）６１５２
○内子分庁　☎０８９３（４４）２１１２
○小田支所　☎０８９２（５２）３１１１

休 休 休 休 休 休

出納業務（支払・収納）
会計室　☎０８９３（４４）６１５６ 休 休 休 休 休 休

町営バス・デマンドバス
総務課　☎０８９３（４４）６１５０ 休 休 休 休 休 休

八日市・護国町並保存センター
☎０８９３（４４）５２１２ 休 休 休 休 休 休

内子座　
☎０８９３（４４）２８４０ 休 休 休 休 休

歴史民俗資料館　
☎０８９３（４４）５２２０ 休 休 休 休 休

木蝋資料館「上芳我邸」
☎０８９３（４４）２７７１ 休 休 休 休 休

町並駐車場
☎０８９３（４４）５３４７ 無料開放

文化交流ヴィラ「高橋邸」
☎０８９３（４４）２３５４ 休 休 休 休 休 休 休 休 休

五十崎凧博物館
☎０８９３（４４）５２００ 休 休 休 休 休

内子町ビジターセンター「Ａ・ｒｕｎｚｅ」
☎０８９３（４４）３７９０ 休 休 休 休 休

内子町図書情報館
☎０８９３（４４）４１９８ 休 休 休 休 休 休 休

内子町クリーンセンター
☎０８９３（４４）４５７４

午後
休 休 休 休 休

年末年始の業務のおしらせ

　

Ｑ：会社を退職してから２カ月後に再就職する
　予定です。再就職するまでの間、国民年金に
　加入する必要はありますか。
Ａ：加入が必要です。日本国内に住所を有する
　20歳以上60歳未満の人は、厚生年金保険や
　共済組合に加入している人を除いて国民年金
　に加入することになっています。再就職まで
　の２カ月間は、第１号被保険者となりますの
　で、退職後に住所地の市町村で加入の手続き
　をしてください。

ねんきん　　＆ ～国民年金加入編④～

【問い合わせ】
○松山西年金事務所
☎０８９（９２５）５１０５
○住民課　国民年金係
☎０８９３（４４）６１５２

Ｑ：国民年金の加入手続きに必要なものはあ
　りますか。
Ａ：国民年金の加入手続きには以下の書類が
　必要です。
◦年金手帳または基礎年金番号通知書
◦資格喪失日が確認できる書類（社会保険資
　格喪失証明書など）
◦本人確認書類
◦印鑑
◦委任状（本人または同一世帯以外の人が手
　続きする場合）ポイント解説

　厚生年金保険や共済組合に加入している
配偶者に扶養されている人は第３号被保険
者です。配偶者が会社を退職したときは、
第１号被保険者に変更となるので、夫妻と
もに届け出が必要です。

　町の施設は12月29日（木）～１月３日（火）ま
で休みとなります。
　ただし一部の施設は休みが異なりますので、ご
注意ください。
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29年１月22日（日）
内子町長選挙・投票日
　29年２月５日任期満了による内子町長選挙を
次のとおり行います。
●投票日・開票日　29年１月22日（日）
●投票時間　午前７時～午後８時
※第４、５、７、11、12、13、14、15投票所は午後
　７時まで
●開票場所　内子町民会館　大ホール
●告示日　29年１月17日（火）
●有権者
　29年１月23日現在で満18歳以上の人で、28年
10月16日以前から引き続き内子町に住んでいる
（住民基本台帳に登録されている）人
●期日前投票
　投票日当日に、仕事や病気、外出などで投票所
に行けない人は、期日前投票を行うことができま
す。
▷期間　29年１月18日（水）～１月21日（土）
▷時間　午前８時30分～午後８時
▷場所　内子町民会館２階、内子分庁１階、内子
　町林業センター第１研修室
●不在者投票
　一時的に町外へ出ていたり入院したりしている
場合は不在者投票をすることができます。手続き
が必要ですので、お早めに選挙管理委員会までお
知らせください。

【問い合わせ】
内子町選挙管理委員会
☎０８９３（４４）６１５０

投票所 対象地区

第１ 内子分庁 内子・上町

第２ 内子東自治センター 城廻・論田

第３ 大瀬小学校 和田・大瀬・川登

第４ 旧程内小学校 程内

第５ 村前自治会館 池田・村前

第６ 立川小学校 長田・立川

第７ 石畳自治会館 河内・石畳

第８ 五十崎幼稚園 五十崎

投票所 対象地区

第９ 内子町共生館 天神

第10 旧御祓小学校 御祓

第11 参川地区体育館 上川・中川・本川

第12 内子町林業センター 小田・平野

第13 小田小・中学校体育館 寺村・南山・立石

第14 森の里研修センター 吉野川・中田度

第15 旧田渡小学校 上田渡・臼杵

●投票所

▷日時　12月22日（木）　午後１時30分～
▷場所　内子町民会館　研修視聴覚室
▷対象　立候補予定者または代理者
※立候補届出用紙などは、この説明会で交
　付します。
《事前審査》
▷日時　29年１月６日（金）
　　　　午前８時30分～午後５時
▷場所　内子町民会館　研修視聴覚室
※説明会時に配布する用紙に所定事項を記
　入の上、必ず事前審査を受けてください。

●立候補届出に関する説明会
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